
 

第 77 回国民体育大会栃木県準備委員会専門委員会規程の

改正 
 

第 77回国民体育大会栃木県準備委員会専門委員会規程を次のとおり改正する。 

 

第 77 回国民体育大会栃木県準備委員会専門委員会規程の別表の競技運営専門

委員会の項の次に、次の１項を付け加える。 

 

広報・県民運動 

専門委員会 

１ 広報の基本的事項に関

すること 

２ 県民運動の基本的事項

に関すること 

３ その他広報及び県民運

動に係る重要な事項に

関すること 

１ 広報活動に関するこ

と 

２ 県民運動の推進に関

すること 

３ 愛称・スローガン、マ

スコット等に関する

こと 

４ 報道機関との調整に

関すること 

５ 記録映像、記録写真に

関すること 

６ その他広報及び県民

運動に関すること 

 

附則 

この規程は、平成 27年７月 13日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回常任委員会決定 第４号議案 



新旧対照表 

（旧）                          （新） 

別表（第２条関係）                   別表（第２条関係） 

 常任委員会から専門委員会への付託事項及び委任事項        常任委員会から専門委員会への付託事項及び委任事項 

 

 

 

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画専門

委員会 

１ 総合的な計画の

立案に関するこ

と 

２ 会場地選定に関

すること 

３ 県と会場地市町

村の業務分担及

び経費負担に関

すること。 

４ 他の専門委員会

に属さない重要

な事項に関する

こと 

１ 総合的な計画の

推進に関するこ

と 

２ 他の専門委員会

に属さない事項

に関すること 

施設整備専門

委員会 

１ 競技施設及び関

連施設の基本的

事項に関するこ

と 

２ 開・閉会式会場及

び関連施設整備

の基本的事項に

関すること 

３ 情報通信施設整

備の基本的事項

に関すること 

４ その他施設に係

る重要事項に関

すること 

１ 競技施設及び関

連施設の整備に

関すること 

２ 開・閉会式会場

及び関連施設の

整備に関するこ

と 

３ 情報通信施設の

整備に関するこ

と 

４ その他施設に関

すること 

競技運営専門

委員会 

１ 競技運営等の基

本的事項に関す

ること 

２ 実施予定競技の

選択に関するこ

と 

３ その他競技運営

に係る重要な事

項に関すること 

１ 競技役員等の養

成及び編成に関

すること 

２ 競技用具の整備

に関すること 

３ 競技記録に関す

ること 

４ その他競技運営

に関すること 

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画専門

委員会 

１ 総合的な計画の

立案に関するこ

と 

２ 会場地選定に関

すること 

３ 県と会場地市町

村の業務分担及

び経費負担に関

すること。 

４ 他の専門委員会

に属さない重要

な事項に関する

こと 

１ 総合的な計画の

推進に関するこ

と 

２ 他の専門委員会

に属さない事項

に関すること 

施設整備専門

委員会 

１ 競技施設及び関

連施設の基本的

事項に関するこ

と 

２ 開・閉会式会場及

び関連施設整備

の基本的事項に

関すること 

３ 情報通信施設整

備の基本的事項

に関すること 

４ その他施設に係

る重要事項に関

すること 

１ 競技施設及び関

連施設の整備に

関すること 

２ 開・閉会式会場

及び関連施設の

整備に関するこ

と 

３ 情報通信施設の

整備に関するこ

と 

４ その他施設に関

すること 

競技運営専門

委員会 

１ 競技運営等の基

本的事項に関す

ること 

２ 実施予定競技の

選択に関するこ

と 

３ その他競技運営

に係る重要な事

項に関すること 

１ 競技役員等の養

成及び編成に関

すること 

２ 競技用具の整備

に関すること 

３ 競技記録に関す

ること 

４ その他競技運営

に関すること 

広報・県民運動 

専門委員会 

１ 広報の基本的事

項に関すること 

２ 県民運動の基本

的事項に関する

こと 

３ その他広報及び

県民運動に係る

重要な事項に関

すること 

１ 広報活動に関す

ること 

２ 県民運動の推進

に関すること 

３ 愛称・スローガ

ン、マスコット

等に関すること 

４ 報道機関との調

整に関すること 

５ 記録映像、記録

写真に関するこ

と 

６ その他広報及び

県民運動に関す

ること 


